
デジタル化・ＤＸ補助金

京都市デジタル化推進

プロジェクト

京都市  産業観光局  地域企業振興室



デジタル化を推進する取組

に対して、専門家派遣や

ＩＴツール導入経費支援

デジタル技術を活用した業

務・組織を変革する取組に

対して、専門家派遣やＩＴ

ツール導入費用等を支援

デジタル人材・ＤＸ人材の

育成を目的とした事業や

普及啓発を実施

デジタル化推進

プロジェクト

01

ＤＸモデル構築

プロジェクト

02

人材育成

プロジェクト

03

〇 デジタル化・DXの支援施策

補助金 セミナー等補助金

本日説明会



ＩＴの専門家派遣により協議・検討したＩＴツール等を導入するための

経費を補助。

枠に応じて、金額と補助率は異なります。

ＩＴツール導入等の支援

ＩＴ専門家派遣によるデジタル化の推進に関する

協議・検討
ＩＴコーディネータ（※）等の資格を有する専門家を派遣し、専門家が

事業者と共に経営課題や業務課題を整理し、どの部分にどのような

デジタル技術を活用すのか等、計画について協議します。
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企業の持続的な経営や組織の成長のために、

変革・構想立案からシステム導入・評価改善

までを一貫して支援し、デジタル経営とＤＸ

を実現するプロフェッショナル人材（経済産

業省推進資格）

I Tコーディネータとは

本プロジェクトでの専門家派遣は

（特非）ＩＴコーディネータ京都に依頼



02 補助金制度の特徴

デジタル化初期段階の事業者

アナログ業務（紙・ＦＡＸ）からの脱却

例：ＰＯＳレジ、会計・顧客管理ソフト

これからデジタル化を始める方

1 デジタル導入枠

既にデジタル化に取り組んでいる事業者

部門間連携・データ活用

例：ＥＣサイト、基幹システム導入

更なる効率化を目指す方

２ デジタル展開枠

ＩＴ専門家派遣 最低２回、原則最大５回







03 補助金制度の特徴

デジタル導入枠

４／５
補助率

４０万円
補助上限額

採択予定

50件

デジタル展開枠

２／３
補助率

100万円
補助上限額

採択予定

150件

過去に京都市のデジタル化
補助金を受けた事業者様も

一定採択予定
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step1 支援申請
２月２４日

～

５月２９日

自社の課題整理やTツールの選定等を行いデジタル化計画を考えた上で、

申請書に必要事項を記入し、申請してください。

step2
専門家派遣

補助金申請

６月下旬頃

～

９月１１日

支援申請書の内容や申請者の業種に合わせてIT専門家を派遣します。

専門家と共にデジタル化計画をブラッシュアップした上で、補助金申請

を行います

step3
補助金交付決定

ＩＴツール導入

交付決定

～

実績報告まで

交付決定を受けた後にITツール等を導入し、デジタル化計画を実行。

専門家派遣の回数に余裕がある事業者には、専門家による導入状況確認

の伴走支援します。

step4
事業終了

実績報告

（導入枠）

１２月２５日

（展開枠）

１月２９日

ITツール等の導入に伴う費用を期限までに支払った上で、実施状況や効

果を報告。

報告に基づいて、補助金を交付します。

事業の流れ

審査



提出された計画を専門家（ＩＴＣ京都から派遣）と共にブラッシュアップ

実績報告
事業終了

効果測定

交付決定

事業開始

専門家派遣

補助金申請開始
支援申請・決定

約３ケ月 約４ケ月～５ケ月

専門家派遣期間

導入枠：１２月末、展開枠：１月末

約３ケ月
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【重要】展開枠では、ハードウェア購入費のみの申請はできません。

ソフトウェアやシステム構築費とセットであることが必須となります。

※ＡＩで、作成されたものです

。

05 対象経費について



06 ハードウェア購入費の注意点

PC・タブレット・

周辺機器等の購入

上限額

（導入枠）

・総額（税抜）上限１５万円まで

（展開枠）

・１台あたり価格（税抜）上限１５万円まで

・補助対象経費全体の３／５以内

ハードウェア購入

費の総額

（導入枠）

上限なし

（展開枠）

補助対象経費全体の３／４以内



07 対象外経費



08 注意点１（申請対象者） 

業種・組織形態 対象者

①製造業、建設業、運輸業
３億円製造業、建設業、運輸業資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常
時使用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人事業主

②卸売業
資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が１００
人以下の会社及び個人事業主

③サービス業（ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を
除く）サービス業（ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館
業を除く）

資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が１０
０人以下の会社及び個人事業主

④小売業
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が５０
人以下の会社及び個人事業主

⑤ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製
造業並びに工業用ベルト製造業を除く）

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が９００
人以下の会社及び個人事業主

⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業
資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が３００
人以下の会社及び個人事業主3億円

⑦旅館業
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が２０
０人以下の会社及び個人事業主

⑧その他の業種（上記以外）
資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が３００
人以下の会社及び個人事業主

⑨組合、連合会 中小企業等経営強化法第２条第１項第６号から第８号に規定される組合及び連合会

⑩医療法人、社会福祉法人、学校法人医療法人、社会福祉
法人、学校法人

常時使用する従業員の数が１００人以下の者

⑪社団法人（一般・公益）
直接又は間接の構成員の３分の２以上が中小企業者であり、かつ、上記①～⑧の業種区
分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

⑫財団法人（一般・公益） 上記①～⑧の業種区分に基づき、主たる業種に記載の従業員規模以下の者

⑬特定非営利活動法人 上記①～⑧の業種区分に基づき、主たる業種に記載の従業員規模以下の者



09 注意点２（過去に補助金の交付を受けていても申請可能事業者）



システムの方向性を、第三者の目から見て適当かどうかのアドバイスが

良かった。

ベンダーとの間で導入ありきで、話を進めてしまいがちなパターンが

多いが、専門家として意見を貰えるのはとても助かった。

出荷設備の導入によって、１点あたりの作業

時間を30％削減することができ、月間30万
円分程度の出荷コスト削減を実現できた。

ECサイトおよびモールでの商品
展開を拡大し、売り上げが増大
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・優良な取組事例を発信するために成果事例集を発行
・ＩＴＣ京都と協力して報告会を開催し、各団体・業界等に発信

昨年度
発表会

11

令和４年度から発行を開始。

令和３年度実施分：２５社

令和４年度実施分：２０社

令和５年度実施分：２０社

令和６年度実施分：２０社

京都市 中小企業 デジタル化・DXの推進
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主な審査基準 審査内容

デジタル化の状況
ＩＴツールを活用できていない、

デジタル化初期段階にある

現状と課題
自社のデジタル化に係る現状及び課題

が明確であるか

事業効果
自社の課題解決に向けて効果及び継続性の高い

取組内容となっているか。

意欲・必要性
デジタル化の必要性を理解し、意欲をもって取

りくもうとしているか

モデル性
デジタル化初期段階の事業者へのモデル事例と

なるなど、波及効果が高い取組であるか

主な審査基準 審査内容

デジタル化の状況
ＩＴツールの導入等により、

既にデジタル化に取り組んでいる

現状と課題
自社のデジタル化に係る現状及び課題が明

確であるか

事業効果
自社の課題解決に向けて効果及び継続性の

高い取組内容となっているか。

モデル性

デジタル化を推進する他の事業者へのモデ

ル事例となるなど、波及効果が高い取組で

あるか

計画性 今後のデジタル化の方針が明確であるか。

審査基準

〇導入枠 〇展開枠



13 審査のポイント

事業効果

単なるツール導入ではなく、

生産性向上につながるのか

意欲・必要性

補助金ありき

となっていないか

モデル性

他者の参考に

なるような取組みか
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01

02

14 申請書作成時のポイント

自社のデジタル化の状況が分析できていますか？
自社のITツールの状況や活用状況について、具体的に把握した上で、補

助金をどう活用したいのか。

自社の課題が整理できていますか？

「単純に非効率だから」ではなく、「何が原因で非効率になっている」

のか、それが今後の経営等にどう悪影響があるのかまで分析。

デジタル化が目的になっていませんか？
ITツールを買うだけになってしまい、現在の課題改善のみならず今後ど

うしたいかという点を意識していますか？



１年目

（令和８年度）

２年目

（令和９年度）

・専門家派遣

・ＤＸ計画の策定支援

・ＤＸ認定への申請支援

・策定したＤＸ計画に基づく

ＩＴツール等の導入支援

（補助金）

15 DXモデル構築プロジェクト

・対象：デジタル技術を活用し、業務プロセスの改善だけでなく、

製品やサービス、ビジネスモデル自体を変革する取組

・補助上限：３００万円（補助率１／２）

・専門家派遣：原則最大１５回（デジタルよりも更に深い支援）

・採択予定：補助金有り５件（２年）

専門家派遣のみ５件（１年）



株式会社

DX推進の準備が整っていると認められた企業を国が認定する制度

メリット

・DX認定制度ロゴマークの使用

・日本政策金融公庫による金利優遇

・中小企業信用保険法の特例

・人材開発支援助成金（人への投資促進コース）

・DXセレクションへの応募

・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の加点対象

DX認定とは？（ＤＸモデル構築プロジェクト）16

自社がDXに取り組んでいることをアピールすることが出来、企業イメージや信頼が

向上し、顧客との関係、人材の育成・確保でも良い効果に繋がる
その他の効果

参考：経済産業省 DX認定制度
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html





※

※

※

※





金融機関

京都商工会議所

京都産業２１

公益財団法人

京都高度技術研究所

（ASTEM）

ITコーディネータ京都

京都コンピュータシステム

事業協同組合

（KCA)

（銀行・信用金庫）

相談窓口

下記以外の様々な支援機関で相談を受け付けております

実施状況や詳細は、お近くの支援機関まで





（１）人材育成研修の開催

（２）社内研修会への講師派遣

17
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社内のデジタル・ＤＸ人材育成を目的にした研修を

開催するにあたって、研修講師を無料で派遣。

企業の要望に応じて、研修内容をカスタマイズ。
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京都市では、皆様の下支えや成長を支援します

デジタル化はただのツール導入で終わらず、ゴールでもありません

その先にある「ＤＸ」に到達し、更なる成長を共に成し遂げましょう
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